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令和５年度第２回 新宿区労働報酬等審議会 議事概要 
 

開催日時 
開催場所 

令和５年１１月６日（月） 午後２時から 
新宿区役所本庁舎４階 ４０１会議室（入札室） 

出席委員 石 川 光 子  委 員 
角 谷 美 樹  委 員 
西 郷 直 紀  委 員 
松 尾 紀 良  委 員 
八 木 信 男  委 員 
吉 田 一 雄  委 員 

次  第 １ 開  会 
２ 委  嘱 
３ 会長及び副会長の選出 
４ 諮  問 
５ 議  事    
（１）令和６年度労働報酬下限額の設定について 
（２）公契約条例に関するアンケートの実施状況について 
６ その他 
７ 閉  会 

議  事 
 

（契約管財課長）それでは定刻になりましたので、ただいまから新宿区労働報酬
等審議会を開催させていただきます。本日はお忙しい中、お集まりいただきまし
て、誠にありがとうございます。私、事務局を務めさせていただきます総務部契
約管財課長の井上でございます。本日は令和５年度第２回目の労働報酬等審議会
でございます。会長が選出されるまでの間、事務局の進行で進めさせていただき
ますので、よろしくお願いいたします。 
 恐縮でございますが、座って進めさせていただきます。お手元に本日の次第を
はじめ、資料を配布しております。なお、配布資料の確認につきましては、後ほ
ど改めて行わせていただきます。それでは、次第に従いまして、進めさせて頂き
たいと思います。最初に総務部長より労働報酬等審議会の委員の皆さんに委嘱状
の交付をさせていただきます。 
 50 音順にお名前をお読みいたしますので恐れ入りますが、その場でお立ちい
ただければと存じます。 
（各委員に委嘱状を交付） 
（契約管財課長）それでは総務部長から一言ご挨拶を申し上げます。部長、よろ
しくお願い申し上げます。 
（総務部長）改めまして、新宿区総務部長の山田でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。只今、区長からの委嘱状を皆様の方にお渡しをさせていただ
きました。新宿区労働報酬等審議会の委員の委嘱にあたりまして、委員の皆様に
はご多忙にもかかわらず、今回お引き受けいただきましたこと、誠にありがとう
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ございます。この審議会については、区が契約する工事請負契約、業務委託契
約、及び指定管理協定に対しての労働報酬の下限額等についてのご審議をお願い
するものとなってございます。 
 令和７年９月までの２年間の任期となりますが、委員の皆様におかれまして
は、社会経済情勢や区、他の自治体との状況を考慮しながら、十分なご審議をい
ただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございま
す。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）ありがとうございました。改めまして事務局から委員の皆さん
の紹介をさせていただきます。 
（各委員を紹介） 
（契約管財課長）よろしくお願い申し上げます。審議会の委員数は公契約条例施
行規則第６条によりまして、学識経験を有する者２人以内、事業者２人以内、労
働者２人以内をもって組織することとなっております。委員の皆様、２年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。 
 続きまして私ども区の職員を紹介させていただきます。 
（区職員を紹介） 
 次に本日の配布資料を確認させていただきたいと思います。次第を１枚おめく
りいただきまして、 「資料１ 新宿区労働報酬等審議会委員名簿」、次に「資
料２ 令和５年度労働報酬下限額について（答申）」、次に「資料３ 令和５年度
第１回新宿区労働報酬等審議会議事概要」、次に「資料４ 令和６年度労働報酬
下限額の設定について」、その次に「資料５ 新宿区公契約条例に関するアンケ
ートの実施状況について」、以上となります。不足資料はございませんでしょう
か。ございましたら、お申し出いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 
 それでは、まず会長、副会長の選任に先立ちまして、本日の会議の定足数を確
認いたします。会議の成立につきましては、委員６名の過半数、４名以上の出席
を必要といたしますが、本日は委員の皆さん全員にご出席いただいております。
新宿区公契約条例施行規則第８条の規定に基づきまして、本日の会議は成立して
おりますことをご報告申し上げます。 
 それでは、この審議会の会長、副会長の選出を行いたいと存じます。新宿区公
契約条例施行規則第７条では、「審議会に会長、および副会長を置き、委員の互
選により定める」としております。委員の互選ということでございますが、事務
局一任とさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。ありがとうご
ざいます。それでは僭越でございますが、私から指名させていただきます。会長
につきましては、学識経験者として委嘱させていただきました弁護士の松尾委員
に、副会長につきましては、引き続き学識経験者として委嘱させていただきまし
た社会保険労務士の石川委員にお願いしたいと思います。ご賛成の方は拍手をも
ってご承認いただければと思います。よろしくお願いします。 
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（各委員から拍手） 
（契約管財課長）ありがとうございます。それでは、お２人がよろしければ松尾
委員に会長、石川委員に副会長をお願いしたいと存じます。恐れ入りますが、松
尾委員は会長席に、石川委員は副会長の席にお移りいただきますようお願い申し
上げます。 
 ご承認いただきまして、ありがとうございました。それでは、これからの議事
につきましては、松尾会長に進めていただきたいと思います。よろしくお願い申
し上げます。 
（松尾会長）只今、選任されました松尾です。どうぞよろしくお願いいたしま
す。それでは、次第に従って進めさせていただきたいと思います。初めに本日の
議事にあります諮問について事務局からお願いいたします。 
（契約管財課長）はい、事務局でございます。それでは区長の諮問につきまし
て、総務部長からお渡しさせていただきます。総務部長、会長の前までお願いい
たします。 
（諮問、写しを配布） 
（松尾会長）それでは諮問文の写しの配布ができたようですから、始めさせてい
ただきます。只今、区長からの当委員会への諮問を総務部長からいただきまし
た。委員の皆様のお手元に諮問文が届いているかと思います。この諮問に基づき
まして、委員の皆様のご意見をいただきながら十分審議を行い、答申をまとめて
いきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。なお、この
諮問に対する答申の検討にあたっての労働報酬下限額の基本的事項や考え方につ
きましては後ほど事務局より説明がございます。それでは、本日の議事について
事務局から説明をお願いいたします。 
（契約管財課長）それでは資料の説明に移らせていただきます。まず諮問事項で
す。令和６年度労働報酬下限額の設定について、資料に沿ってご説明させていた
だきます。ホチキス留めの資料４をご覧ください。 
 「令和６年度労働報酬下限額の設定について」というタイトルでございます。
まず１つめ、工事請負契約です。（１）が「新宿区労働報酬下限額設定にあたっ
ての考え方」を記載してございます。根拠条文としましては、新宿区公契約条例
第８条第１項第１号です。区長は次の各号に掲げる公契約の区分に応じ、当該各
号に定める額その他の事情を勘案して労働報酬下限額を定めるものとするという
ところでございます。工事請負契約につきましては、農林水産省及び国土交通省
が決定する公共工事の工事費の積算に用いるための労務の単価（以下「公共工事
設計労務単価」）といいますが、それに基づき、定めていくものでございます。
まず「ア」は労働者等・一人親方でございます。考えられる方策としまして、①
といたしまして、先ほど申し上げた農林水産省及び国土交通省が令和５年２月に
発表した東京都における公共工事設計労務単価の４７職種につきましては、 
令和６年度の新宿区労働報酬下限額を、それぞれの単価に１００分の９０を乗じ
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て得た金額とするということでございます。ただし、今後、東京都における公共
工事設計労務単価が増額となった場合はその単価を基に算出するというものでし
て、公共工事設計労務単価は毎年２月に新たな単価が発表されますので、 
令和６年２月に新たな公共工事設計労務単価が発表された場合については、それ
に１００分の９０を乗じて得た金額とするというところでございます。 
 ②ですが、農林水産省及び国土交通省が令和５年２月に発表しました東京都に
おける公共工事設計労務単価のうち、設定されてない職種です。「タイル工」、
「屋根ふき工」、「建具工」、「建築ブロック工」の４職種については、令和６年度
の新宿区労働報酬下限額を、「タイル工」については「内装工」、「屋根ふき工」
については「板金工」、「建具工」については「内装工」、「建築ブロック工」につ
いては「石工」の単価に１００分の９０を乗じて得た額とするというものです。
ただし書き以下につきましては、先ほどご説明したとおりです。 
 説明に移らせていただきます。公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の
積算に用いる単価でございまして、農林水産省及び国土交通省が公共工事に従事
する労働者の都道府県別賃金を職種ごとに調査し、賃金実態を正しく反映させた
単価です。１ページおめくりいただきまして、平成２８年以降「新宿区が発注す
る契約に係る労働環境の確認に関する要綱」（以下要綱と言いますが）、または
「新宿区公契約条例」（以下条例と申し上げます）に基づく労働報酬下限額（要
綱にあっては最低賃金水準額と申しておりました）を東京都における公共工事設
計労務単価に１００分の９０を乗じて得た金額とし、労働者等における適正な労
働環境を確保していたところでございます。労働報酬下限額を１００分の９０を
乗じて得た金額とした理由につきましては、仮に公共工事設計労務単価をそのま
ま労働報酬下限額（最低賃金水準額）とした場合、受注者等が労働者等の技術や
経験に応じた賃金差を設ける際、受注者等に負担がかかる恐れがあるためです。
このことを踏まえまして、今年度と同様に令和６年度の新宿区労働報酬下限額に
ついては、東京都における公共工事設計労務単価に１００分の９０を乗じて得た
額とする方策が考えられるところでございます。 
 なお、東京都における公共工事設計労務単価に１００分の９０を乗じて得た金
額につきましては、下の表の通りですのでご確認いただければと思います。隣の
３ページに、【参考１】としまして条例、またその前身である要綱に基づく労働
報酬下限額（最低賃金水準額）の設定状況を記載していますので、ご確認いただ
ければと思います。平成２８年度以降につきましては、１００分の９０を乗じて
得た額としているところでございます。 
 【参考２】ですが、公共工事設計労務単価に対する契約業者（２，０００万円
以上）の労務単価割合につきましては、令和５年度の上半期４月から９月末まで
につきましては１０５%以上となっているものが６件で１３.３%、１００%から
１０５%未満では５件で１１.１%、９５％から１００%未満では１４件で 
３１.１%、９０％から９５%未満で２０件で４４.５%、計４５件で１００%に
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なっているところでございます。１００%以上の割合、９５%以上の割合につき
ましては、それぞれ右側に記載のとおりです。参考に令和４年度の公共工事設計
労務単価に対する契約業者の労務単価割合を載せていますのでご覧いただければ
と思います。 
 【参考３】ですが、令和５年度の都内公契約条例制定自治体における公共工事
設計労務単価の設定状況につきまして記載しております。千代田区、目黒区、渋
谷区、中野区、杉並区、足立区、北区、江戸川区については９０%、世田谷区に
ついては８５%となっているところです。 
 続きまして②の説明ですが、職種の「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具工」、
「建築ブロック工」につきましては、十分な有効標本数が確保できないことか
ら、東京都における公共工事設計労務単価が設定されておりません。令和６年度
の新宿区労働報酬下限額については、今年度（令和５年度）と同様に各職種の内
容に近い職種と同様の単価とするものでして、「タイル工」については「内装
工」、「屋根ふき工」については「板金工」、「建具工」については「内装工」、「建
築ブロック工」については「石工」を選んでいるところでございまして、それぞ
れの労働報酬下限額は右に記載のとおりでございます。 
 そして１ページおめくりいただきまして、未熟練工（受注者等との合意の下、
見習い・手元等の労働者）、また、年金等の受給のために賃金を調整している労
働者（以下「未熟練工」と申します）についてです。これについては、未熟練工
等における令和６年度の新宿区労働報酬下限額は、東京都における公共工事設計
労務単価の職種”軽作業員”の単価に１００分の７０を乗じて得た額とするもので
ございます。下の説明です。公共工事設計労務単価の基礎となる公共事業労務費
調査においては、対象外として取り扱われる見習い・手元等は、各種の専門の職
員の補佐的作業・手伝いを行う作業者となり、東京都における公共工事設計労務
単価における職種においては、”軽作業員”に近い業務内容となっています。この
ため、見習い・手元等の労働者における令和６年度の新宿区労働報酬下限額につ
いては、東京都における公共工事設計労務単価の職種”軽作業員”を目安にしまし
た。令和５年度と同様に１００分の７０を乗じて得た金額とする方策が考えられ
るところでございます。具体的な金額につきましては、その下の〈具体的な金
額〉という欄に設けた一番右側の金額でして、１１，７６０円でございます。 
 【参考】といたしまして、令和５年度の都内公契約条例制定他自治体における
未熟練工の労働報酬下限額の状況につきまして記載しておりますので、参考まで
にご覧いただければと思います。 
続きまして５ページ、業務委託契約・指定管理協定についてです。まず、新宿区
労働報酬下限額設定にあたっての考え方です。根拠条文は新宿区公契約条例 
第８条第１項第２号です。区長は次の各号に掲げる公契約の区分に応じ、当該各
号に定める額その他の事情を勘案して労働報酬下限額を定めるものとするという
規定でございます。 
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 業務委託契約及び協定につきましては、新宿区職員の給与に関する条例第５条
第１項第１号のロに掲げる行政職給与表（二）が適用される職員が初任給として
受けるべき給料月額と条例で規定しております。これを分かりやすく示したもの
が下の四角い縁取りをしたものと、丸で囲んだもので、当該各号に定める額とそ
の他の事情、両方を勘案して定めるというものでして、どちらか一方を基準とす
るものではございません。 
 続きまして【考えられる方策】です。①の業務委託契約及び指定管理協定です
が、神奈川県足柄郡箱根町にある「新宿区立中強羅区民保養所」、山梨県北杜市
にある「新宿区立区民健康村」及び長野県北佐久郡立科町にある「新宿区立女神
湖高原学園」における協定は除きます。この３施設を除く業務委託契約及び指定
管理協定における令和６年度の新宿区労働報酬下限額は１時間当たり 
１，２４５円とするというところが方策の１つでございます。 
 ②でございます。先ほど適用しないと申し上げました３施設です。郊外施設の
協定における令和６年度の新宿区労働報酬下限額は、各施設が所在する県の最低
賃金法で定められる地域別最低賃金額を基準とするということが考えられます。
令和６年１０月の最低賃金額の引き上げを見込み、令和５年１０月の地域別最低
賃金額の増額分と同額を加えた金額とするということでして、新宿区立中強羅区
民保養所につきましては１，１５３円、本年度の下限額から５１円のアップとな
ります。新宿区立区民健康村につきましては９７８円、令和５年度に比べますと
４８円のアップ、新宿区立女神湖高原学園は９８８円で４９円の引き上げとなっ
てございます。 
 １ページおめくりいただきまして、先ほど申し上げました①の説明を計算式で
記載してございます。１，２４５円の算定根拠となっている計算式です。まず初
めに月額１５３，５００円につきましては、特別区人事委員会勧告の行政職
（一）と同様に、６，０００円のアップがされるものと想定いたしまして、現行
が１４７，５００円になっていますので、それに６，０００円プラスした 
１５３，５００円となっています。それに、地域手当ての２０%を加えた額に 
１２月を乗じております。これを分子といたしまして、分母に総労働時間としま
して、３８時間４５分×５２週から７時間４５分×（１６+１５日）、これが休
日でございます。１６というのは、国民の祝日に関する法律で定められておりま
す祝日です、振替休日は含んでおりません。プラス１５日ですが、令和４年度の
新宿区の職員の平均有給休暇取得日数が１５.２日ですので、その１５日を休日
として総労働時間から削減するものでございます。分母につきましては 
２，２１０，４００円になりまして、これを総労働時間１，７７４．７５時間で
割りますと１，２４５．４７１１ということで、１時間当たり１，２４５円と算
定したものでございます。１，２４５円の説明ですが、新宿区労働報酬下限額は
当該業務に従事する労働者等に対して支払うべき報酬の下限額です。業務委託等
は受注者は区の代わりに区の業務を行うものであることから、新宿区労働報酬下
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限額の決定にあたりましては、区職員の技能系高卒程度の初任給である行政職
（二）１級１９号給をベースにするというものでございます。なお、現時点では
特別区人事委員会勧告に基づきます行政職（二）の引き上げ額が確定しておりま
せんので、行政職（一）と同額の６，０００円の引き上げがあるものと想定いた
しまして算出しております。また、昨年度同様に先ほども申し上げました有給休
暇取得日数を考慮いたしまして、労働報酬下限額を算出しております。有給休暇
取得日数につきましては、令和４年度における新宿区職員の有給休暇平均取得日
数である１５日を算入することが妥当と考えたところでございます。以上を踏ま
えまして、令和 6年度労働報酬下限額は、今年度より４３円引き上げまして、
１，２４５円とする方策を考えたところでございます。 
 ただし、行政職（二）の引き上げ額が６，０００円を上回る場合は当該引き上
げ額を反映して算出すべきものと考えているところです。具体的な金額としまし
ては、下の青い線で囲んだところでして、１，２４５円でございます。【参考
１】としまして、要綱又は条例に基づく最低賃金水準額の推移を記載していま
す。令和元年度の１，０２０円から始まりまして、１，０５０円、 
１，０５０円、１，０８０円、１，２０２円、そして令和６年度（案）といたし
まして、１，２４５円ということです。一番下の欄は前年度との差額というとこ
ろで、３０円プラス、３０円プラス、据え置き、３０円プラス、１２２円の引き
上げ、今年度につきましては４３円の引き上げというところでございます。７ペ
ージには、東京都における最低賃金額の推移を記載しています。令和元年１０月
の１，０１３円から始まりまして、令和５年１０月の１，１１３円までを記載し
ています。前年との差額につきましては、それぞれ２８円プラス、令和２年１０
月では据え置き、令和３年１０月が２８円の引き上げ、令和４年１０月が３１円
の引き上げ、本年１０月からは４１円の引き上げとなっているところでございま
す。 
 【参考３】は、「令和５年の国の人事院勧告の主な概要」について記載してご
ざいます。（１）特別給（期末手当・勤勉手当）につきましては、支給月数を
０．１０月引き上げて４．５０月とするというものです。（２）月例給につきま
しては、民間給与との較差△３，８６９円、△０．９６%を埋めるため、総合職
試験及び一般職試験（大卒程度）にかかる初任給を１１，０００円、一般職試験
（高卒者）に係る初任給を１２，０００円引き上げるというもので、これを踏ま
え、若年層に重点を置き、俸給表を引き上げ改定するというものです。平均改定
率は１級（係員）で５．２％、２級（主任等）で２．８%となっています。 
 【参考４】は、「令和５年東京都人事委員会勧告の主な概要」です。（１）の特
別給（期末手当・勤勉手当）につきましては、民間支給割合４．６３月分を勘案
し、支給割合を０．１０月の引き上げということで４．６５月とするものでし
た。（２）月例給につきましては、民間給与との較差で△３，５６９円、 
△０．８８%を解消するため、初任給Ⅰ類で８，３００円、Ⅱ類で 
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７，９００円、Ⅲ類で７，９００円の引き上げでした。さらに、若年層に重点を
置きつつ、全級全号給について給料表を引き上げています。平均改定率は 
０．９％となっております。 
 【参考５】は、「令和５年特別区人事委員会勧告の主な概要」です。（１）特別
給（期末手当・勤勉手当）につきましては、民間支給割合で４．６４月分を勘案
し、支給割合を０．１０月引き上げ、４．６５月とするものです。（２）月例給
につきましては、民間給与との較差△３，７２２円、△０．９８%を解消するた
め、初任給（Ⅰ類で８，０００円、Ⅲ類で６，０００円の引き上げ）及び若年層
に重点を置きつつ、全ての級及び号給で１，０００円以上給与月額を引き上げる
というものでした。 
 続きまして【参考６】は、「都内公契約条例制定自治体の令和５年度労働報酬
下限額の設定状況」についてです。恐れ入ります、２枚ほどおめくりいただきま
して青刷りの別紙１をご覧ください。公契約条例制定自治体を青で着色して、制
定してない自治体につきましては着色してないところとなりますが、令和５年度
の最低賃金の一覧を記載しているところでございます。 
 続きまして【参考７】「令和４年度委託契約における労働報酬下限額」です。
区の業務委託の発注に当たっては、市場価格なども調査して、業務に必要な経費
を積算しています。令和４年度契約案件の労働環境確認報告書を分析すると、次
の 8ページになりますが、労働報酬下限額の平均額は１，３６６円でございまし
た。それぞれ１時間当たりの下限額の件数と割合につきましては、下の表のとお
りとなっています。一番下の欄の一番右が平均値ですが、１，３６６円となって
います。 
 続きまして〈②説明〉です。区は、区民保養施設（宿泊施設）として、先ほど
申し上げましたように、次の３施設を運営しており、これらの施設は指定管理者
制度を導入しているところでございます。区民保養施設としましては、神奈川県
足柄下郡箱根町にあります中強羅区民保養所です。もう１つが山梨県北杜市にあ
ります区民健康村です。それぞれ令和６年度の労働報酬下限額案につきまして
は、１，１５３円、９７８円とさせていただいたところでございます。また、区
外学習施設としまして、長野県北佐久郡立科町にあります女神湖高原学園です
が、こちらにつきましては９８８円とする案を方策として考えたところでござい
ます。 
 これらにつきましては、それぞれの郊外施設が所在する県の令和５年の最低賃
金額を基準とする考え方がございます。新宿区公契約条例制定以前は、指定管理
者制度の中で労働者等に最低賃金額以上の報酬を支払うという運用をしており、
労働者等の労働環境を適正に確保をしてきたところです。これらのことを勘案い
たしまして、郊外施設における協定の新宿区労働報酬下限額を各県の最低賃金額
を基準とする方策が考えられるところでございます。さらに、令和６年１０月に
最低賃金額が引き上げられることを見込み、令和５年１０月の最低賃金額と増額
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分と同額を加えた金額とする考え方がございます。９ページに計算式が出ており
ますので、参考にしていただきたいと思います。１例としまして中強羅区民保養
所ですが、令和４年１０月の最低賃金が神奈川県におきましては１，０７１円で
した。これに４１円をプラスいたしまして、本年度の最低賃金額となっていま
す。さらに翌年度の増額を見込み、令和５年１０月の最低賃金額の増額分と同額
を加えますと１，１５３円となるところでございます。 
 【参考８】は、「新宿区における入札状況（落札率）」で、令和４年度分を記載
しています。入札全体、工事、委託、物品につきまして、それぞれのパーセンテ
ージと件数を、さらに区長契約のみのパーセンテージと件数を記載しておりま
す。また、公契約条例対象のみの工事・委託につきまして、パーセンテージと件
数を記載しています。なお、それぞれ単価合計方式による入札、売却のための入
札は除いています。事務局からの資料の説明は以上です。 
（松尾会長）ありがとうございました。只今、事務局から諮問事項について説明
がございました。このことについて、委員の皆様方に質問等がございましたら発
言をお願いいたします。 
（契約管財課長）会長よろしいでしょうか。 
（松尾会長）はい、どうぞ。 
（契約管財課長）今回の諮問にあたりまして、八木委員と角谷委員からそれぞれ
意見書が提出されておりまして、本日、机上に配布させていただいております。
八木委員と角谷委員からご説明いただくことはできますでしょうか。 
（松尾会長）八木委員、どうぞ。 
（八木委員）それでは意見書を見ながら申し上げたいと思います。まず本題に入
りますが、労働報酬下限額の審議におけることですが、令和６年度の事務局案
１，２４５円ということにしていますが、条文の中にその他の事情を勘案すると
いう文言がございますが、そういったことを合わせまして、次年度の業務委託、
指定管理の労働報酬下限額は１，３００円以上とすることはどうでしょうかとい
うことで提案させていただきたいと思います。 
 理由の①としまして、賞与勘案の必要性ということで、会計年度任用職員は、
今、期末手当が支給されるようになっておりますが、さらに今、国の指導で勤勉
手当も支給するという方向に進んでおります。昨年に引き続いての意見になるの
ですが、有給休暇同様に賞与についても勘案していく必要があるのではないかと
考えています。その下に実例として、公共サービスにおける補助的労働者の例と
しまして、新宿区立保育園のパートタイムの保育補助労働者、先ほど申し上げま
した会計年度任用職員、平たく言うと非正規雇用の公務員、非常勤職員というこ
とになりますが、求人募集では無資格で可、年齢経験問わずということで、賞与
を２．０か月分を含む時給換算で１，４１７円というのが、最新の１０月現在の
数字になっています。少し前からですけれど、世田谷区では区の業務を代行して
もらっている「同一労働同一賃金」の観点から行政職給料表（一）を採用してま



10 

して、その高卒初任給基準として賞与は今、期末手当２．２５ケ月分を含めるべ
きと審議しまして、目標１，４１０円として、段階的に５年かけて引き上げを行
っているところです。今期のこの議論は会計年度任用職員に対して期末手当にプ
ラスして勤勉手当が新たに支給される方向性を踏まえまして、目標を１，６９０
円に修正しまして、５年かけるとして次年度はだいたい１００円引上げの 
１，３３０円となっています。世田谷区はそちらのほうにシフトしているところ
がありますので、今年度は先ほども申し上げました１，３００円以上として決定
を考えた方がいいのではないかと思っております。 
 めくっていただきまして②ですが、民間の賃金相場を勘案したらどうかという
ことで、これも一つの勘案の材料になるのではないかということで考えておりま
す。新宿ハローワークの求人票によりますと、介護・一般事務・清掃の募集賃金
額を見た場合、下のような表になっておりまして、そこに８月の金額なので当然
に今年２０２３年１０月の最低賃金引き上げ額をプラスして、さらに次年度の下
限額の議論なので当然に来年２０２４年１０月の最低賃金引き上げ予想分をプラ
スしてみる必要があります。いずれにしても、この下の８月の段階でもうすでに
１，３００円を超えているというところがありますので、こういった民間相場と
のバランスを取った方がいいのではないかと思います。 
 それから③としまして、最低賃金の次年度引き上げ率のさらなる向上の可能性
と書いていますが、東京都の最低賃金額はご提示いただいた資料の通りなのです
が、下の方に書いてあるとおり、前年との差額に率も上昇しておりまして、物価
高騰など社会情勢からも来年さらなる上昇率となる可能性が高いと予想しており
ます。仮に今年度の３．８２%としても上昇額は４３円となるということで、そ
ういった可能性の方も見る必要があるのではないかなと。 
 それから④としまして、物価高騰を勘案する必要もあるのではないかというこ
とでございます。総務省の「２０２０年基準消費者物価指数 東京都区部 
２０２３年１０月分」による、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」です
が、前年同月比が３．８%になっています。ちなみに先般、中野区で２０２３年
度の第２回審議会で議論が行われまして、特別区人事委員会勧告の上昇、それか
ら東京都の最低賃金の上昇、さらに物価上昇を勘案したということで、今は案の
段階ですが、１，３１０円と設定をしている近隣の区があるというような現実で
ございます。 
 その他別途、懸案事項としまして指定管理者制度は３年契約となってますが、
１年ごとに協定書を交わしまして、労働報酬下限額の変更が反映される運用とな
っておりますが、業務委託の中の希望型指名案件の複数年契約におきまして、労
働報酬下限額の変更が現状適用されてこなかった点について、今年度は上がり幅
が大きいということもありまして、変更額の適用をされましたが、毎年変更額の
適用をする必要があるのではないかということを考えてございます。 
 次のページですが、郊外型の施設で先ほど神奈川、山梨、長野の労働報酬下限



11 

額についてありましたが、２０２３年の今年度のうちに半年間もの期間に条例の
労働報酬下限額が法定最低賃金を下回り、機能していない状態に陥ったというこ
とは、地域別最低賃金では公契約条例の効果を発揮し得ないということが、他の
自治体同様に明らかになっていると思います。そういう意味で勘案基準の抜本的
な改善が必要だと考えてございます。昨年、意見書で当該の神奈川、山梨、長野
各自治体の高卒初任給行政職（二）１級１９号、我々もこれで東京都で確認して
いるわけですが、それを基に算出される金額を、この３件の保養所に適用すべき
じゃないかと申し上げましたが、回答としては、この当該地域において、賃金相
場との関係で差が大きくなること、それからいわゆる賃金相場が高くなるんじゃ
ないかという懸念と、それから高卒初任給の対象労働者が存在しないということ
で、そういった旨の回答をいただきまして終わったのですが、改めて、下の方に
書いていますが、新宿内における業務・委託指定管理の労働報酬下限額と東京都
最低賃金額との差額１３２円を当該郊外施設の県の最低賃金に上乗せした額を労
働報酬下限額と設定するのは考え方としてどうかと考えてございます。やはり東
京都でこの基準でやっている以上は、郊外の他県だから最低賃金を追いかけられ
なくて大丈夫でしょうというわけにもいきませんので、同じような考え方でやっ
ていただきたいなということを改めてここで述べさせていただきます。 
 （３）としまして、「委託・指定管理 職種別の労働報酬下限額設定の必要
性」についても、今回改めて意見をさせていただきました。後ほど出ると思いま
すが、今回のアンケートが資料５で出されていますが、その結果を見ましても、
「職種別賃金にしてほしい」ですとか、それから「下限ラインが定めてあるだけ
では」というような意見ですとか、それから「技術、技能に見合った報酬を得ら
れる様に」といった意見が出ております。「労働報酬下限額以上の時給である」
から「業務の質が向上したと思わない」という回答もありまして、賃金相場が高
い業種・職種によっては公契約条例の効果が発揮されてないではないかというこ
とが伺われております。また、現在、多摩市、千代田区、足立区、国分寺市、港
区、港区は条例ではなくて要綱でやってますが、職種別の労働報酬下限額が設定
されてございます。新宿区でも人材確保の観点から職種別の下限額設定を検討す
べきだと今回改めて考えているところでございます。条例の目的、それらを設定
している他の条例施行自治体の例を踏まえますと、公契約条例の対象の職種・業
種の中から、区が政策的に人材を確保したい職種・業種、有資格者、あるいはこ
の間の新型コロナウイルスの感染拡大後におきまして、エッセンシャルワーカー
について必要だということは重要だということで、改めて再認識されてますが、
そういったところについて設定していくのはどうかと考えてございます。 
 そうなると相対的に賃金相場が高い職種があり、人材確保の点からそうしない
といけない職種があり、そういった実態把握は我々としては必要だろうと。それ
から職種別の下限額を検討する際、例えば、先ほど警備員の話はございました
が、警備員でいうと国交省の「建築保全業務労務単価」を基準として用いること
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の検討が必要ではないかと思います。隣の千代田区では「警備員」で採用しまし
て、「建築保全業務労務単価」の９割ということでしております。参考で書いて
ますが、国交省作成の「建築保全業務労務単価」は、国・都道府県のみならず、
市区町村においても積算に使用するべきというふうに、厚労省が通知を行ってお
りますので、そういった意見も踏まえまして、そういったところを考えてもいい
のではないかと思っています。委託、その他に関しても、私のところは以上とな
ります。 
（契約管財課長）角谷委員の方はいかがですか。 
（角谷委員）では工事の方に。 
 ３ページ目です。「２ 工事に関する検討課題について」ということで、まず
（１）です。建設現場従事労働者の賃金相場と設計労務単価に大きな開きがある
のではないでしょうかということです。建設産業は重層下請構造が原因で、労働
者の就労実態を把握しづらいという状況がございます。例えば、私ども、全建総
連という建設労組の連合体の東京都連では、毎年賃金調査を行っておりまして、
規模でいうと有効回答１万超えくらいですけれども、だいたい一日の日給は１万
円代後半が平均値ということになっておりまして、東京都の設計労務単価との開
きというのは１万円前後各職種あるということで、これは昨年、資料を審議会の
中で出させていただきました。また、今年は実際、新宿区の公契約条例適用の工
事現場で、サンプルが少ないのですが、細々と任意匿名のアンケート調査を行わ
させていただいたところ、まずまず設計労務単価の９割を下回っているというお
話が聞こえてくるものですから、建設業の場合、全体的に労働報酬下限額を下回
っている労働者が一定程度存在することが伺えます。 
 次のページに行っていただきまして、先ほど申し上げました、任意匿名という
ことで現場は申し上げないのですけれど、任意匿名のアンケートで大体 
１０，０００円から１２，０００円の方もいらっしゃれば、高いほうの方で 
１６，０００円から１８，０００円のところということで設計労務単価の９割と
いいますと、２０，０００円から２０，０００円後半ということになりますの
で、一定程度差が開いていると取れます。実額計算は、実際はその公契約条例適
用現場以外の他の現場にも行かれるわけですから、その回答をもってして、即座
に下回っているということではなく、計算方法の周知とかを含めて必要だという
ことがあります。今回やっていただきましたアンケート回答の中に工事の方の労
働者の方からご意見ありまして、「実際のところ、労働報酬下限額以下の報酬で
雇用されている人が多数いると思う。若い人材を確保するためには、そのような
ことがないような業界にしていかなければならないと思う」と。私ども建設労組
もこの認識ととても共有するところがあります。単純に公契約条例だけではなく
て、産業全体の改善課題だということが考えられるということになります。 
 また、今回いただいている資料から伺えるところのご相談にはなるんですけれ
ども、今回の資料４の【参考２】というところで、元請け受注者に出していただ



13 

いてる書類から集計していただいたものですけれども、１００%設計労務単価の
９割を上回っていますという回答になっているので、ここを先ほど申し上げたも
のと、相当な開き、乖離があるであろうということです。これにつきましては誤
解が生じているのではないでしょうかというお話でして、受注者が契約から業務
履行１ヶ月前までに区に対して提出する「労働環境確認報告書」の（四）の「労
働者の報酬額について」というページがございまして、そこに記載されているも
のということになるわけですけれども、今の現状では工事元請け企業が工事開始
１ヶ月より前に下請け、または孫請けの企業の労働者の最低賃金額を記載して提
出する流れになっているので事後結果を掴めているわけではないです。例えばそ
のタイミングをもちろん同じ用紙なのですが、事後に出していただくようにする
だけでも大分違うかなということを申し上げたいところがございます。また、そ
の記載していただく中身に元請けの企業さんの誤解がもしかしてあるのかもしれ
ないというお話で、次のページに小さくて申し訳ないのですが、施工体系図が入
っているのですが、これ工事現場で外に貼り出されていると思うのですけれど
も、元請さんがいまして、１次事業者、２次事業者、３次事業者が、場合によっ
てはそれ以下もあるかもしれないのですけれども、それぞれ請負の次数がござい
ます。そこに所属するそれぞれの労働者の方がいると思うのですけれども、どの
次数においても最終的に労働者の方が受け取る、つまり、賃金日額が東京都設計
労務単価の９割を超えている必要があるのですけれども、その途中の段階の数字
が回答されている誤解があるのではないかということです。現場で労働者の方と
話をしていても、労働報酬下限額を元請けが１次事業者に支払う金額だと思って
らっしゃる労働者の方が結構いるので、事実、労働者側には誤解が生じていると
思っています。 
 ですので、（２）ですが、工事については、建設産業特有の諸問題を加味した
上での実態把握の必要性があるのではないでしょうかという意見になります。全
国で自然災害ですとか、産業の担い手という意味で国交省も大きく乗り出して、
政・労・使が一体となって、建設産業の担い手を守っていくという取り組みが行
われてはいるんですけれど、なかなか難しいところもいっぱいあるんです。この
新宿区発注の工事の現場においても、実態把握をしていく必要性ということを共
有していただければなと思っています。今先ほど申し上げた通り、この労働環境
確認報告書を事前だけですと難しいので、そこの部分を事後ですとか、改善があ
ればというところと、次のページに行きまして、元請けさんだけではなく施工体
系台帳のチェック、下請けの事業所からの労働環境確認書を出していただくなど
ということも、そこまで労力をかけずに検討できる改善策と考えられます。ある
いは他の自治体なら世田谷区は元請け事業者への調査に入るというところで、社
労士会の皆さんの協力を得ていたりですとか、日野市は審議会として、審議員の
皆さんが課の皆さんと一緒に、工事現場に行ってお話を聞くなどということもや
っておりまして、そういったことも実態把握ということでは良い策なのではない
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かと思っております。 
 （３）の「工事 建設産業特有の実態にも配慮し本来必要な経費を含む積算の
必要性」ということで、労働者を雇用するのに必要経費が多くかかるものですか
ら、一般的には人件費の４１%は経費として必要だと、国交省がずっと前から出
しているのですけれども、さらに法定福利費（社会保険料の事業主負担分）が本
人の賃金に含まれてしまい、実際の賃金のところがきちんと確保されていないの
ではないかという懸念を含めて、そこのところも同じと思っています。 
（契約管財課）会長、よろしいでしょうか。 
（松尾会長）はい、どうぞ 
（契約管財課長）八木委員と角谷委員からのご意見に対しまして、事務局の考え
方を説明させていただきたいと思います。 
 まず１枚目の「１ 労働報酬下限額の具体的審議について（業務委託・指定管
理）」の「（１）２０２４（令和６）年度事務局案１，２４５円について」のとこ
ろでございます。「次年度の業務管理・指定管理の労働報酬下限額を 
１，３００円以上とすることを提案いたします」というところですが、１つ目と
しまして、賞与勘案の必要性というところで、会計年度任用職員に期末手当が支
給される、これは確かにおっしゃる通りでございまして、勤勉手当について支給
の方向で検討しているという状況は承知しているところです。ですが、私どもの
労働報酬下限額につきましては、賞与が支払われるべき公契約に従事する方の中
で、例えば日雇いの方ですとか、パートタイムの職員も含まれているところでし
て、実際、賞与の対象とはならない方も公契約条例の対象となっているところで
すので、期末手当が含まれるから賞与も含めて労働報酬下限額を設定するという
ことにつきましては、事業者の皆様に過大な負担をかける恐れもあることから、
慎重な検討が必要であるものと認識しているところです。 
 続きまして２ページ目の裏面「民間賃金相場勘案の必要性」でございます。お
っしゃる通り、ご提出いただきました令和５年８月の新宿ハローワークにおける
募集賃金ですとか求人の賃金の一覧はこちらでございます。確かに民間の賃金相
場を追っていくというのは、非常に大切な視点であると考えておりますが、この
公契約条例におきます労働報酬下限額につきましては、公契約の業務に従事する
労働者等の皆様に支払われる労働報酬額の下限額を定めているものでして、この
条例の趣旨を踏まえますと、下限額はこれを設定することで、ダンピング受注を
防ぎまして、公契約の適正な履行や良好な品質の確保、さらに公契約に従事する
労働者の皆様の適正な労働条件の確保を目的としておりますので、労働報酬下限
額を例えば、最低賃金等の社会状況、または民間相場等々の議論を踏まえて議論
していくことは大変重要であるとは思いますが、単に下限額を上昇させていくと
いうことに終始せず、新宿区公契約条例の大きな目的に則りまして議論を行って
いくことが重要だと思っております。 
 さらに、③で「最低賃金次年度引き上げ率さらなる向上の可能性」ですが、お
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っしゃる通り、今年度は３．８２%で４１円の引き上げとなっています。 
３．８２%を掛けますと来年度は４３円となって、これは計算で確かにそうなっ
たところですが、今年度、私どもが提案しております１，２４５円は、東京都の
地域別最低賃金より１３２円上回っている状況でして、仮に来年度４３円引き上
げられても労働報酬下限額が最低賃金を下回るということは想定されないところ
です。 
 ただ、国においても新たな資本主義の実現会議というところで、岸田内閣総理
大臣が２０３０年の半ばまでに最低賃金の全国加重平均を１，５００円まで持っ
ていくんだというような趣旨の発言をされているところです。それを考えます
と、２０３０年代の半ばをどこで捉えるかという問題はありますが、今後１０年
として考えた場合、今年度（令和５年度）１０月の全国加重平均が１，００４円
ですので、それを１，５００円に持っていくということは、４９６円引き上げて
いくんだと。仮に１０年としますと、毎年４０円から５０円、おそらく最低賃金
を引き上げていくんだろうと考えているところでございます。私どもその辺の認
識は十分持っておりまして、労働報酬下限額の設定にあたりましては、そういう
国の動向もしっかり注視しながら計算してまいりたいと考えているところでござ
います。 
  ４つめの物価高騰勘案の必要性ですが、確かに令和５年１０月の消費者物価
指数と東京都区部の総合指数で「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」につ
きまして、３．８%の上昇となっているところでございまして、おそらく総務省
のこちらの表だと思いますけれど、こちらは私どもも確認しているところでござ
います。総合指数は３．８%で、全体の総合指数ですと３．３%の上昇となって
いるところです。これと合わせまして、先月の３１日、日銀からテーマリポート
「経済・物価情勢の展望」という形で出されているものを見ますと、２０２３年
度、２０２４年度につきましては物価の高騰率が大体２．８%、２０２５年度は
１．７%という形で、日銀のほうから出されているところでございます。それら
を総合的に勘案しまして、今回私どもは１，２４５円という数字を出させていた
だいておりまして、これが率にしてどれぐらいかと申しますと、３．５８%にな
るところでございまして、消費者物価指数の動向、また最低賃金の上昇率、また
日銀が出している通知等々も総合的に勘案して１，２４５円というところが妥当
な数字ではないかと考えているところでございます。１，２４５円の算定にあた
りましては、昨年度から提示させていただいております計算式、「資料４」に載
せておりますが、こちらでしっかり算式を出させていただいております。その他
の勘案状況としましては昨年度に引き続きまして、新宿区職員の１年間の有給休
暇の平均取得日数も総労働時間から削減して１，２４５円としたところでござい
ます。 
 次の「別途、懸案事項」ですが、長期継続契約につきまして、昨年度は確かに
変更額に大幅な引き上げがあった時から変更額の適用をしたところでございま
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す。本年度につきましては、まだ取り扱いについては決定しておりませんが、ご
意見としては承ってまいりたいと考えております。 
 次の３ページ目の「（２）郊外施設の協定」につきましては、これは昨年度か
らも議論になっているところでございますが、当該地域の賃金相場等との均衡を
考える必要があるだろうということで、今年度も引き続き、令和５年からの引き
上げ額と同額を上乗せした金額で提案させていただいているところでございま
す。 
 東京都との最低賃金額との差額１３２円を上乗せすべきだろうというご提案で
すが、やはりその施設が存在する地域における賃金相場とのバランスというのが
大切だろうと考えておりますので、今回の提案になったところでございます。 
 続きまして、「委託・指定管理の職種別の労働報酬下限額設定の必要性」でご
ざいます。これは以前からご提案いただいているところで、新宿区としまして
も、職種別の下限額の設定は以前から申し上げてますが、否定するところではご
ざいませんが、どの職種に適応するのか、どの金額を適用するのかというところ
につきましては、慎重な検討が必要であろうと考えておりますので、引き続きの
検討課題とさせていただければと考えております。 
 例として挙げられております千代田区の例につきましては、私どもも承知して
おりますので、これらも参考にさせていただければと考えているところです。 
 続きまして、工事に関する検討課題ですが、なかなか耳に痛いところでござい
まして、１ページおめくりいただきまして、賃金相場がかなり乖離してるじゃな
いかというようなところでして、これもアンケートに答えられた方の認識と私ど
もの認識がずれてるところもあるとは思っておりますが、条例の趣旨はしっかり
と事業者を通じて公契約に従事される労働者の皆様に、条例の趣旨がしっかり伝
わるように今後とも周知に努めていきたいと考えております。 
 後ほど、アンケートのところでもお話ししますが、ここもアンケートを通じて
更なる条例の周知に努めてまいりたいと考えております。先ほど、私どもの３ペ
ージ目、資料４の【参考２】で１００%になっているところと少し違うんじゃな
いかというところなんですが、確かにご指摘の通り、私どもの労働環境確認報告
書をいただいて、事業者の方から提出されている労働報酬下限額をまとめたもの
がこの表になっております。 
 ４ページ目にあります重層下請け構造で４次下請けはどうなのかっていうとこ
ろは確かに正直申し上げまして、なかなか把握しづらいところはございますが、
事業者に対しまして、更なる条例の周知、徹底を図ってまいりたいと考えており
ます。その方策としましては、まずはアンケートが１つでございますし、角谷委
員に提案されておりますアンケート調査後のヒアリングですとか、それらも確か
に有効かと思いますので、これにつきましては今後の検討課題とさせていただき
たいなと考えているところでございます。 
 最後の公共工事設計労務単価は、法定福利費が含まれておらず、労務単価のさ
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らに４１%の上乗せが必要というところで、この表の一番右下の青の括弧で囲っ
ているところで「労務単価が２０，４０９円の場合には、事業主が労働者１人の
雇用に必要な経費は、２８，７７７円（１４１%）になることに留意が必要」と
なって、この４１%をお取りになっている数字だと捉えさせていただきました。
確かに公共工事設計労務単価はこういう形の積算になっておりますので、この趣
旨はしっかりと全事業者に周知してまいりたいと考えております。事務局からは
以上でございます。 
（松尾会長）ただいま事務局から説明がありましたけれども、これに対して委員
の方から何かご発言はありますでしょうか。 
（八木委員）報酬下限額の最初の１，２４５円の話ですが、いろんな職種で雇用
形態が違う人が入っているというのは、それは従前からそうだと思うんです。で
あればこそ、例えば日雇いの方がこの人違うんだよというのがあれば、それはむ
しろ下限額は下限額としながらも、課長がおっしゃるのはそういう日雇いのとこ
ろは馴染まない職種があるので、それを一律にすると事業者の方にずいぶん負担
になるのであれば、そこはむしろ設定を変えてもいいのではないですか。全部一
律に下限対象にしない、課長がおっしゃるように、下支えは下限報酬額でしてい
るのであれば、プラスでそこに設定を変えて、この職種はこういう扱いができま
す、ではないけれど考え方がそれに適してる職種や業種で、精査してやっていっ
たらいいのではないのかと思います。その上で、その次の②の民間賃金相場の話
ですが、やはりこの審議会の場でよく私も言わせていただいてますが、民間のビ
ル清掃をする事業者と区役所のビル清掃をする事業者の負担が違うのはいかがな
ものかというのがあります。かたや例えば１，５００円くらい出して清掃員を雇
って民間のビルを清掃してるんだけれど、新宿区の庁舎へ行くと、人件費分が
１，２００円くらいしか出てない。新宿の区役所だからと言って１，２００円で
清掃員が来るかというと、やっぱりみんな賃金相場で来ますので、新宿区の庁舎
を、あるいは公共施設の清掃をやったら経営が苦しいよねというのであれば、そ
れは本末転倒だと思います。そういう意味でのハローワークの報酬を含めて、一
定程度、民間相場に寄せていかないと、ますます入札率も落ちてくるでしょう
し、それから、区民、区内の事業者だったら税金を払ってるのになんなんだと不
満も出るでしょうし。それも含めて下支えでダンピング防止は承知してほしい、
それでいいんですけれど、ただ民間相場との兼ね合いであちらで働いても、こち
らで働いても、事業者は損させませんというところは、市場を元気にさせるとい
うこともありますので、それを上げていただいてもいいと思います。 
 また、郊外施設の時給の話ですが、あちらのほうは賃金水準が低いから最低賃
金でいいんだと聞こえなくもないんですよね。ただ、実際、神奈川県、山梨県や
長野県にも県立高校がありますから高卒の労働者もいるわけで、そういった人も
その施設で働くでしょうし。新宿区がそこまで気を遣わなわないといけないのか
という話になるかもしれないですけれど、いくらこの辺は物価が安いから、賃金
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相場が安いから、最低賃金の差が東京都とだいぶあるからという議論じゃなく
て、その辺を加味してもいいんじゃないかと。逆に言えば、そこで新宿区の施設
の時給を１つの考え方に基づいてきちんとコントロールしていくことで、地域の
活性化にも繋がるという感じもしないではないですけれど。その辺も含めて、も
う１回検討いただければと思います。 
 この議論、多分令和元年からやってると思いまして、職種別をどうするんだと
いう話ですけれど。今日、警備員の話を出したりとかしてますが、有資格ですと
か、それから待遇が悪くて今、離職率が上がっている保育の現場ですとか、社会
問題化しているような職種もあると思いますので、そこのところは、もっと大胆
に先手を打ってやってもいいという気はしてます。私も運輸関係の仕事ですが、
今は人材確保が喫緊の課題ですので、嫌な話、こういう職種では人材の取り合い
になっています。そこでリーダーシップをとっていくような感じの試験的に職種
をここで上げていくというのもいいと思います。前から職種によっては設定額を
変えているのも存じていますし、そういったとこも前面に出してもいいという気
はしております。 
（契約管財課長）事務局から繰り返しのお答えになってしまうかもしれません
が、先ほどの１，３００円というところでございますが、賞与につきましては先
ほど申し上げた通りでございまして、全員が全員、公契約に従事されている方が
賞与の対象になっているわけではないというところをご理解いただきたいと思っ
ております。ですので、これを一律に賞与も含めて計算するということには慎重
な検討が必要だと認識しております。 
 民間との賃金相場の勘案の必要性というところでございまして、確かにこの記
載の通り、今回私ども提案させていただいた１，２４５円よりも下限として高い
職種もございます。それは重々承知していることでございます。ただ、委員もよ
くご承知の通りでございまして、労働報酬下限額はあくまで下限額で基準額では
ございません。あくまでこれ以上下げては駄目ですというところを定めて、その
上につきましては、これはもう受注者のほうで適切な判断がなされるべきものと
考えてございます。 
 郊外施設の件でございます。これにつきましては、やはり東京都の最低賃金額
との差額というところでございますが、やはりこの昨年度の議論とも同様になっ
てしまうんですが、地域の賃金相場との差が東京は高いというところがございま
す。山梨ですとか長野では１，１１３円と９００いくらというところでございま
して、差がかなり大きいものですから、そこを東京都と同じレベルに引き上げた
ほうがいいのではないかというところについては、事務局としては慎重な検討が
必要だろうと考えているところでございます。 
 職種別につきましては、先ほど、八木委員からもお話ありましたように、確か
に令和元年度からずっと繰り返しの議論になっております。私どもも職種別を導
入することについては否定してはおりませんということも繰り返しお答えさせて
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いただきました。ただ、どの職種でいけばいいのかというところについては、慎
重な検討が必要だと考えておりますので、今後の検討課題とさせていただければ
と思っております。以上です。 
（松尾会長）それでは、角谷委員のほうから何か先ほど事務局からの説明に対し
てご意見ありますか。 
（角谷委員）工事の方につきましては、概ね検討していただけるというご回答で
したので、引き続きお願いしたいと思います。 
（松尾会長）分かりました。ほかに、では事務局から。 
（契約管財課長）角谷委員のご意見いただきまして、私どもは本当に条例の周知
をもう少ししっかりやれという叱咤激励の言葉と受け止めさせていただきました
ので、今後更なるアンケート等を通じまして、条例の趣旨を工事現場の方にも徹
底してまいりたいと考えております。 
（松尾会長）分かりました。他にご意見はありますでしょうか。なければこの諮
問事項についての審議はこの程度でよろしいでしょうか。 
 それでは、続きまして議事の２つめ、「公契約条例に関するアンケートの実施
状況について」ということで進めていきたいと思いますが、それでは事務局から
説明をお願いできますか。 
 （契約管財課長）事務局でございます。それでは、資料５をご覧ください。新
宿区公契約条例に関するアンケートの結果報告について（中間報告）というもの
です。まず１の「アンケートの回収状況」ですが、令和５年１０月２４日時点
で、全体としまして、３０．３％ 、６６０者中２００件でございます。そのう
ち事業者につきましては５１．８%、１１０者中５７件の回答がありました。労
働者につきましては、５５０者中１４３件の回答がありまして、２６．０%とな
っているところです。回収状況ですが、（２）をご覧ください。それぞれ事業
者、労働者ごと、種別で工事、委託、指定管理ごとの件数を記載してあります。
事業者につきましては、工事が１０件、委託が４７件、計５７件となっておりま
す。労働者につきましては、工事が１８件、委託が１２２件、未回答が３件で 
１４３件となり、合計２００件となっているところです。 
 １ページおめくりいただきたいと思います。まず、事業者向けのアンケートで
す。赤字の部分が回答の内容になっています。問１ですが、「貴社が受注または
受託した公契約条例の適用案件は次のどれですか」という質問ですが、工事は 
１０件の１７．５%、業務委託、設計等が４７件の８２．５%でした。指定管理
協定につきましては、昨年度、全件アンケートを実施しておりますので、今回は
０件となっているところです。 
問２でございますが、「適用案件の受注者または受託者は、労働報酬下限額等の
条例で定める事項を業務に従事する労働者等へ周知しなければならないとされて
いますが、どのような方法で周知しましたか」という設問です。これは複数回答
を可にしております。まず１つめ、「作業場等に書面を掲示した」というのが 
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２１件、「労働者個人へ書面を交付した」が１６件、「会議の場等で、労働者へ口
頭で伝えた」が３０件、「その他」が８件でして、８件の主な内容につきまして
は下の内容記入欄のほうに記載しています。「書面を交付・閲覧した」、「給与決
定通知書を渡した」、「口頭で説明」、「雇用契約書と一緒に手渡しで説明」、「会議
で伝達した」、「業務委託契約締結書面にて伝達した」、これらになっておりま
す。 
 問３ですが、「公契約条例に対して、労働者等から相談や質問、苦情等はあり
ましたか」というところで、「なかった」が５７件、「あった」は０件となってい
ます。内容記入欄にあったものが「事あるごとに交流を図っているため、相談は
なかった」というのが委託で１件ございました。 
 問４です。「公契約条例の適用案件となったことで、労働環境の整備に効果が
あったと思いますか。また、その理由もご記入ください」というものでして、
「そう思う」、労働環境の整備に効果があったと思うという件数ですが、２５件
で４３．９%となっています。「そう思わない」が７件で１２．２%、「どちらと
もいえない」が２５件で４３．９%となっています。主な記入内容ですが肯定的
な理由としましては、「労働環境の整備に関するマインド醸成などに効果があっ
た」が３件、これは委託です。「コンプライアンス遵守に繋がると思う」が 
１件、これも委託です。「皆の責任感、意識改革があった」が１件、これも委託
です。「労働環境を見直す機会となった」が１件、これも委託です。「労働環境に
関する法令の内容を再確認できた」が１件、これも委託です。 
 裏面でございます。否定的な理由で、「適用案件の施工時と適用外案件の施工
時で変わりがないため」が７件、工事、委託です。「案件に係わらず、環境整備
の取り組みを既に行っている」という回答が４件委託であります。「今までも下
限額以上の時給にしていたため」というのが２件委託でありました。「同一労働
同一賃金であることを公にしているので、何ら問題も不都合もない」というのが
委託で１件ありました。 
 問５ですが、「公契約条例の適用案件になったことにより、労働者の労働意欲
が向上したと思いますか。また、その理由をご記入ください」ということで、
「労働意欲が向上したと思う」というものが２０件、３５．１%、「そう思わな
い」で８件、１４．０%、「どちらともいえない」が２９%で５０．９%でし
た。主な記入内容としまして、肯定的な理由ですが、「賃金が上がったことによ
るモチベーションの向上」というものが２件、委託でありました。「賃金が上が
ったことで、率先して仕事に取り組んでくれる作業員が増えた」が１件、委託で
ありました。「継続勤務労働者が増加している」が委託で１件ありました。「労働
者の定着率が上がっている」が委託で１件ありました。「休日の適正付与による
身体的なリフレッシュ効果の行動意欲の向上があった」、これも委託で１件あり
ました。「労働者のインセンティブ向上に効果があった」、これも委託で１件あり
ました。逆に否定的な理由ですが、「労働業績も好調に繋がっているかどうかの
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判断は難しい」というものが委託で３件ありました。「もともとの賃金が労働報
酬下限額を上回っている」が委託で３件ありました。「適用案件との適用外案件
での施工時を比較した時に、特に違いが見られない」というものが工事と委託で
３件ありました。「以前から待遇及び環境に変化がないため」、これが委託で１件
ありました。「もとより会社として労働者の意欲の向上に努めている」というも
のが委託で２件ありました。「人的要素が強く、意欲の高い方は時給を問わず、
最初から高い傾向にある」というのが委託で１件ありました。 
 問６ですが、「公契約条例の適用案件となったことにより、業務の質は向上し
たと思いますか。また、その理由もご記入ください」ということです。「そう思
う」、業務の質が向上したと思うという回答が１４件で２４．６％、「そう思わな
い」が１０件で１７．５％、「どちらともいえない」が３３件、５７．９％でし
た。主な記入内容ですが、まず肯定的な理由としましては、「責任感はより向上
したと思う」が１件、委託でありました。「求職者スキル等を学んだり、資格取
得するものが増えた」が１件、委託でありました。「賃金が上がったことによる
モチベーションの向上」が１件、委託でありました。「仕事への向き合い方が変
わり、業務の質が向上した」が１件、委託でありました。「労働者のインセンテ
ィブが向上し、公契約の適正な履行と品質の確保に貢献した」が１件、委託であ
りました。逆に否定的な理由ですが、「適用案件外でも同等の対応である」が 
６件、工事と委託でそれぞれでありました。「労働報酬下限額以上の時給のた
め」が３件、これは委託です。「以前から環境を整備されていた」、これも３件委
託です。「扶養の範囲内で働きたい人が多く、人の採用人数を多くすることから
連携が取りにくくなった」、これは１件、委託でありました。 
 問７、「適用案件となったことにより労働報酬下限額が定められましたが、他
の案件に比べて労働者に支払う金額が変わりましたか」というところですが、
「他の案件に比べ増加した」というものが１７件の２９．８%、「減少した」は
０件、「変わらない」が４０件の７０．２%となっています。 
 次に問８ですが、「現在の労働報酬下限額は妥当だと思いますか。またその理
由をご記入ください」ということで、「妥当である」が４１件、７１．９％、「妥
当ではない」が１５件の２６．３%、未回答が１件、１．８％でした。妥当であ
ると思う理由は、「他の区と大きな相違はなく、妥当である」が２件委託でし
た。「地域経済及び労働市場環境に照らし、妥当である」、これが２件、委託であ
りました。「水準が合っている」が１件、委託です。「ライフコストの高騰も鑑
み、妥当である」、これが１件、委託でありました。逆に妥当ではないと思う理
由ですが、「１時間あたり１，２０２円ではまだ低い」、これが４件、工事と委託
でありました。「アシスタントに対しては妥当だが、正社員に対しては少ない」、
これが１件、委託でありました。「職種別賃金としてほしい」、１件、委託であり
ました。「東京都の最低賃金と同じでよい」、これが１件、委託でありました。
「全く情勢の上昇に追いついていない」、１件、委託でありました。「個人の技量
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による」、１件、委託でありました。 
 問９です。「公契約条例の適用案件になったことにより、契約締結時に「労働
環境確認報告書」、業務完了の概ね１ヶ月前に「労働環境確認報告書について」
を提出していただいておりますが、提出書類の内容は十分だと思いますか。補足
するべき点があれば、ご記入ください。」という設問でして、「内容は十分であ
る」が５５件、９６．５％、未回答が２件、３．５％です。補足するべき点につ
いては記載がありませんでした。 
 裏面、問 10 ですが、「公契約条例についてのご意見やご要望等をご自由にご記
入ください」という設問に対する事業者の皆様からの主な記入内容です。肯定的
な内容としましては、「公契約条例は適切な労働環境の確保に資する大切な施策
と考えており、今後とも公契約条例を遵守する」というものが１件、委託であり
ました。逆に否定的な内容ですが、「入札での最低制限価額や複数案件での受注
制限を設けてほしい」が２件、委託でありました。「労働環境確認報告書は必要
だと思うが、その内容が守れるよう行政も相談や支援をしてほしい」、これが 
１件、委託でありました。「下限額は妥当であると考えるが、対象業務に関わら
ない従業員も新宿区掲示板を見るため、時給に関して勘違いをする懸念があ
る」、１件、委託でありました。「労働報酬下限額の増額と合わせて、契約中の案
件の受注金額の増額をしてほしい」、これも１件、委託でありました。事業者向
けのアンケートの結果につきましては、以上のとおりとなります。 
 続きまして労働者向けのアンケートの結果、中間報告となります。 
 問１が「あなたの働いている業種を教えてください」ということで、まず工事
が１８件で１２．６%、業務委託、設計等が１２２件で８５．３%。指定管理協
定は先ほど申し上げましたように昨年度、全ての指定管理者に行っておりますの
で０件になってございます。未回答は３件、２．１％ありました。 
 問２ですが、「公契約条例の適用案件では、区が定めた労働報酬下限額以上の
報酬が保証されています。このことをご存知ですか」という設問です。「知って
いる」が１０１件、７０．６%、「知らなかった」が４２件、２９．９%でし
た。 
 問 3 は「問２で知っていると答えた方へ⇒どのように知りましたか」という設
問で、これは複数回答を可としております。一番目の「職場の掲示物などで知っ
た」が１３件、「職場で配布された書類で知った」が１９件、「勤務先からの説明
で知った」が７１件、「新宿区のホームページやリーフレットで知った」が 
１７件、「その他」が４件という内容でございました。内容記入欄の記載でござ
いますが、「新宿区からのメールで知った」が１件、委託、「マスメディアで知っ
た」が１件、委託、「新宿区契約係の窓口で説明を受けた」が１件、委託です。 
 問４ですが、「あなたは区が定めた労働報酬下限額以上の報酬を受け取ってい
ますか」という設問です。「受け取っている」が１２８件で８９．５%、「受け取
っていない」が、５件で３．５%、「分からない」が６件で４．２%、未回答が
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４件、２．８%という状況になっています。主な記入内容ですが、受け取ってい
ない理由としては、「日給だったが、労働時間でみると労働報酬下限額以下の報
酬のため」というのが１件、委託でありました。分からない理由ですが、「月給
制であり、かつ不定期で業務に携わっているため、比較できない」、これは 
１件、委託でありました。「日頃、意識していない」が１件、委託でありまし
た。「２４時間待機での日給のため」というのが１件、委託でありました。 
 裏面をお願いいたします。問５ですが、「現在の労働報酬下限額の基準は、別
紙２の金額を参考に算出し、新宿区労働報酬等審議会の意見を聴いたうえで、区
長が定め、告示しています。このような決定方法を適切だと思いますか。適切で
ないと思われる場合は、その理由をご記入ください。」という設問です。「適切だ
と思う」のは１３７件で９５．８％、「適切だと思わない」が３件２．１％、未
回答が３件で２．１%でございました。主な記入内容ですが、適切であると思う
理由が、「決定する方が区長なら妥当だと思うが、金額が妥当か分からない」と
いうのが１件、委託でありました。「物価高騰により、少しアップはありがた
い」が１件、委託でありました。適切であると思わない理由です。「インフラ系
の作業は他職との取り合いも多く、手間もかかる部分が多い割に単価が低いと思
う」というのが１件、工事でありました。「物価の高騰により、追いついていな
い」、これは１件、委託です。未回答である理由につきましては、「判断をしかね
るため、回答を控えます」が２件、委託でありました。 
 問６ですが、「適用案件の労働者は受け取った賃金が労働報酬下限額を下回っ
ている場合など、公契約条例に違反する事例があれば、「新宿区」「あなたを雇用
している会社」「元請の会社」のいずれにもその旨を申し出ることができます。
このことをご存知ですか。」という設問です。「知っている」が９１件で 
６３．６%、「知らなかった」が５１件で３５．７%、未回答が１件で０．７%
です。 
 問６で「知っている」と答えた方にどのように知りましたかという設問が問７
で、「職場の提示物で知った」は１０件、「職場で配布された書類で知った」が 
１８件、「勤務先からの説明で知った」が５５件、「新宿区のホームページやリー
フレット等で知った」が２６件、「その他」が２件でございます。その他の内容
ですが、「区ではないが、申し出ができることは知っていた」というのが１件、
委託でありました。「違反があれば、どこかしら申し出る場所があると思ってい
た」が１件、委託でありました。 
 次のページの問８をお願いいたします。「適用案件となることで、労働報酬下
限額以上の報酬が保証されますが、このことは労働意欲の向上につながると思い
ますか。また、その理由をご記入ください」ということで、これは労働者の方に
聞いているところです。「そう思う」が１０３件、７２．０%、「そう思わない」
が５件、３．５%、「どちらともいえない」が３２件、２２．５%、未回答が 
３件、２．１％でした。肯定的な理由ですが、「下限が保証されていることで、
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安心につながる」というのが２件で工事と委託でありました。「生活の向上、職
人の質の向上、人材増加につながる」が１件、委託でありました。「労働報酬の
保証は労働意欲の向上に必須である」、１件、委託でありました。「一部の悪質な
事業者に対して、条例ができたことで、労働者が守られるきっかけになる」が 
１件、委託でありました。「物価高騰により日々の生活を送るなかでの支出が増
えたが、収入も増えたので助かっており、継続して就業しようと思っている」と
いう回答が１件、委託でありました。また、逆に否定的な理由です。「本人のモ
チベーションは上がらないと思う」が１件、委託でありました。「作業内容によ
って得手不得手があり、どちらともいえない」が１件、委託でありました。「下
限のラインが定めてあるだけでは、意欲向上にはつながらない」という回答が 
１件、委託でありました。 
 続きまして問９ですが、「公契約条例についての考えやご要望等をご自由にご
記入ください」というところでして、肯定的な内容ですが、「物価が高いのであ
りがたい」が２件、委託でありました。「毎月のように食品の価格が上がり、物
価高である。できたら労働報酬下限額を上げてもらえると助かる」が２件、委託
でありました。「使用者、雇用主側へもっと訴求してほしい」が１件、委託であ
りました。「もっとたくさんの案件に対応してほしい」が１件、委託でありまし
た。「技術、能力に見合った報酬を得られるようにして、若い人たちが働きやす
い環境づくりが必要である」が１件、委託でありました。「労働報酬以下になる
と労働意欲の向上につながらないのと、いい加減な労働に繋がりかねない」が 
１件、委託でありました。「現在、適正な労働環境にあると考えているが、この
ように報酬が保証されていることは大きな安心感に繋がると考える」という回答
は１件、委託でありました。「実際のところ、労働報酬下限額以下の報酬で雇用
されている人は多数いると思う。若い人材を確保するために、そのようなことが
ないような業界にしなければならないと思う」、それが１件、工事でありまし
た。裏面をお願いいたします。否定的な内容ですが、「労働者にとっては発注先
を選択できる立場はないから」という回答が１件、委託でありました。「なぜ東
京都の単価に原則９割を乗じるのか。東京都の単価を下限額としては駄目なの
か」というのが１件、委託でありました。「そのような条例があると知らなかっ
た」というものが１件、委託でありました。「公契約条例は派遣会社とは保証さ
れていると思うが、労働者の労働報酬が守られているかは不明に感じる」という
のが１件、委託でありました。 
 新宿区公条例に関するアンケートの結果報告の中間報告につきましては以上で
す。 
（松尾会長）ありがとうございました。事務局から今、資料について説明があり
ましたけれども、このことについて、まず質問等がございましたらお願いしたい
と思います。 
（契約管財課長）会長、よろしいでしょうか。アンケートに対しても、角谷委員
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から意見書が出されております。 
（角谷委員）この意見書の３枚目の裏面でございます。 
（松尾会長）それでは角谷委員からお願いいたします。 
（角谷委員）こちらの提案内容に入る前に、このアンケート結果についての受け
止めというところで、若干口頭で先にお話をさせていただきます。 
結論としては全体としてまず１点目、公契約条例への期待が非常に大きいなと

いうことを強く感じております。２点目、労働報酬下限額をもっと上げてほしい
という意見が否定的という中に分類されていて、報酬が低いという意見もありま
すので。これを上げてほしいっていう意見が非常に多いこと、全体として結論を
２つ感じました。 
 特徴の概要としては２点、１点目としては、昨年はとても回答率が少なくて、
今年増えていますけれども、昨年より改善している項目が多いということを感じ
ております。２点目として、条例への理解が広がっているということが特徴の内
容としてあります。具体的なところですけれど、具体的要求に突っ込んでいると
ころが職種別賃金設定の必要性へのご意見があること。後は、その労働環境確認
報告書の内容が守れるように行政の相談や支援をしてほしいと、これも具体的な
要望だなと思っております。それと、労働報酬下限額の増額と合わせて契約中の
案件の受注金額の増額をしてほしいと、これも極めて具体的なお話です。後は、
入札制度における要望というのも下限額だけではなく、公契約全体というのは、
この条例の趣旨、目的のところ、基本方針のところに明記されておりますので、
そことの関係においても非常に期待も大きいですし、たくさん理解が広がるなか
で、要望も具体的になってきているということを感じております。 
それで、意見書を先ほど開いていただきました３枚目の裏面の「３ 令和６年

度公契約条例アンケートについて」ということで、来年に向けてということにな
りますけれども、新宿区では要綱からあえて条例化した経過がございます。条例
の実行性をチェックしていくことも本審議会の重要な役割の１つであると考えて
います。アンケートの対象は、労働者あてのアンケートは、今現在、１事業者の
人数を５人までと限定しているのですけれども、そこを当該事業所の条例対象と
なる全労働者に配布して、希望する方は誰でも回答、提出が可能にしたほうが良
いということを昨年に引き続き意見とさせていただきます。事業者による恣意的
選択が行われないような段取りも必要であると考えております。 
 昨年もこのような意見を申し上げまして、工事と委託のほうのアンケートは、
実態に則して大きく変えることを要望しました。昨年のアンケートなどの意見の
中でも委託と工事が一緒くたにされているので分けたほうがいいというのがご意
見の中にあったと思うのですが、審議会の中で今年度に向けた答申案の付帯意見
の中に「工事と、委託、指定管理のそれぞれについて、業種の実情に合わせてア
ンケート内容の充実を図る」ということを文言として、明文化して入れていただ
きました。改めて工事と委託を分けて、実情に則して実態を掴めるように改善を
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していただきたい。 
 後は、他区の例のお話になるのですけれども、足立区では今年度、区が主体と
なって大規模なアンケート調査が行われまして、これがホームページで公開され
ております。今回資料で配布と印刷いただき、ありがとうございます。別紙とし
て、そのアンケート項目は、審議会の中で、工事と、委託・指定管理のそれぞれ
について、相談しながら準備をされたということを伺っております。 
 また、世田谷区では、区が主体となって来年度大規模なアンケート調査を行う
ために、予算の確保などの準備がされていると伺っております。世田谷区では、
もともと建設労組が主体となって１０年以上続けている工事現場における労働者
向けのアンケートは、課の皆さんも一緒に行って趣旨説明と、アンケート配布、
回収というのを行っているわけですけれども、全体の概要や傾向を把握するとい
うことを目的としておりまして、匿名ですし、実名による条例の中に記載されて
いる申し出とは別に、概要を掴むということで行うというわけでして、審議会に
資料提示され、どのように改善していくかという建設的な議論が行われていま
す。 
 以上のことから、具体的な実態把握のために次の２点を提案します。 
１つ目ですが、改めて次年度から工事と委託のアンケートは、実態に則して大

きく変える。質問項目は他の自治体の例も参考にしながら、早めに審議会で審議
委員に相談して改善を図っていただければと。 
２つめに、アンケートの収集方法の改善ということで、例えばその二次元コー

ドから直接入力して、企業名を言ってしまうのはあれかもしれないですけれど、
Google フォームとかを活用すればそのままエクセルになってしまいますので。
手間的なところですね。あとは、集計作業の効率化ですとか、８月も申し上げま
したが、社労士会の協力を得るなど、予算措置ができれば、なお良いと思いま
す。 
昨年から意見申し上げている、肯定的、否定的という項目分けがすごく違和感

がありまして。例えば一番最後の「公契約条例について」という意見の否定的な
ところを見ますと、条例そのものを否定している回答は１個もないと思うんで
す。要は要望と言いますか、これを否定的って分類すると誤解を生むのではない
かと思います。例えば、それも含めて社労士の皆さんの学識で、客観的に分析等
も含めてお願いするなどということは、建設的なのではないかと思っておりま
す。会長、ありがとうございます。   
（松尾会長）はい。 
（契約管財課長）会長、よろしいでしょうか。 
（松尾会長）はい、どうぞ。 
（契約管財課長）今、角谷委員からいろいろご意見を賜ったところでございまし
て、１事業者の人数を５人に限定せずというところですが、今年度、郵送でやっ
た関係で５人という形で限定させていただきました。事業者による恣意的選択が
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行われない段取りが必要であるというところは全く同感でございますので、どの
ような形でやっていけばいいのかというところは、次年度に向けて事務局の方で
検討していきたいなと考えているところです。 
 足立区の貴重な例を挙げていただきました。私どもも足立区に事情を聴取させ
ていただきまして、どんな形でやったのか、事例を収集させていただいて、来年
度のアンケートに反映できるかどうかも含めまして検討させていただければと考
えているところです。昨年度からご要望がございました工事と委託のアンケート
を実態に則して大きく変えるというところですが、設問のあり方等につきまし
て、来年度はアンケートをどうするのか、事務局で考えまして、なるべく早い時
期に委員の皆様に案文をご提示させていただければと考えているところです。収
集方法の改善なんですが、いろいろとご提案ありがとうございます。今年度は郵
送の方が多分回答率が高いだろうと思って、全部郵送でやらせていただきまし
た。いろいろご提案いただきましたので、どの方法が、一番回収に適してるのか
等も含めまして、事務局のほうで検討させていただきまして、委員の皆様に事務
局の考えを提案させていただければと思っております 
 来年度ですが、来年度の予算措置をしておりません。また事務局の方で頑張っ
てやることにはなるんですが、なるべく回収率が高まるように工夫はしてまいり
たいと考えております。以上です。 
（松尾会長）八木委員、どうぞ。 
（八木委員）今、アンケートの話があったんですが、どちらも角谷委員と同感で
す。例えば、事業者向けのアンケートのほうですが、例えば、問５にもはっきり
書いてますが、「モチベーションの向上」だとか、それから「継続勤務の労働者
が増えた」とか、「インセンティブが上がってる」とか、意外と事業者側の方も
期待して、責任感が上がったと回答されているのが印象的です。一方で問８にあ
りますが、「１時間あたり１，２０２円は妥当だと思いますか」に対して否定的
な意見で、まだ低いですとか、正社員に対して少ないとか、職種別賃金の話も出
てますけれど、それから全く情勢に追いついてないとか、これが私がよく言って
ますが、事業者さんの負担も出ていると思うんです。否定的な意見という分類に
なっていますが、逆に否定されて、もっと逆のところで応援されていると私は思
ったのです。その辺は情勢に追いついてないというのが、事業者さんが今、苦し
い運営を語ってるところだと思ってますので、この金額でこの計算方式というの
は分かりますが、まだもう１回ありますので再検討してくれないかと率直なとこ
ろです。もう少し上乗せしてくれたほうが、今、この意見をここまで評価してく
れているが、でも低いって言っている。苦しいと言ってるようなものだと思うん
ですけれど。これでこのまま令和６年度に突入するのはいかがなものかと非常に
思います。上乗せができるのでしたら、８月から始まった予算編成もそろそろ最
終局面でしょうし、もう少し検討をいただければなと思います。せっかくここま
で事業者の方が前向きにやってくれてるのに非常になかなか区のほうで期待にま
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だ応えきれていないというのは、審議員をやっていて残念だという感じです。 
（契約管財課長）よろしいでしょうか。１，２０２円ではまだ低い、全く情勢の
上昇に追いついていないという、厳しいと言いますか、逆に言うと区に対する叱
咤激励であるというところを感じます。ただ、私どもも、繰り返しの答弁で恐縮
ですが、適正な算定式に基づいて今回提案させていただいておりますので 
１，２４５円、昨年に比べて４３円の引き上げというのは、最低賃金は４１円ア
ップしたなかで、更に２円上乗せして引き上げておりますので適切な水準ではな
いかと思っております。 
 来年度またアンケートを実施するなかで、また同じような回答があるのであれ
ば、またどうしましょうかというところありますが、今年度につきましては、
１，２４５円というのは適切な金額であろうと事務局では考えております。 
（八木委員）事業者の方は今日は発言を控えているとなっているのですけれど
も。本当に事業者も労働者もある意味、公共サービスに携わってるという同じ方
向を向いていると思うので、期待を裏切らないような数字を出していただきたい
と思います。やはり、慎重に検討なんですけれど、慎重に検討という言葉も６年
聞いているとそろそろ結論出してきていただきたいというのが率直なところで。
今年に限っていうと、委託に限ってこの数字はちょっとないと、今日最後まで来
て思った感じです。もう一声上乗せがあってもいいという気がしています。 
（契約管財課長）よろしいでしょうか。また同じようなお答えになってしまうか
もしれませんが、私どもも民間の賃金相場を見てますし、東京都における最低賃
金ですとか、消費者物価指数、日銀の展望レポート等々、総合的に勘案して、し
っかりこの算式に基づいて１，２４５円という計算をいたしておりますので、こ
の金額が来年度の労働報酬下限額としては適切であろうと考えているところでご
ざいます。 
（角谷委員）会長、よろしいでしょうか。 
（松尾会長）はい、角谷委員。  
（角谷委員）アンケートをもう見ていただいたことを踏まえたうえで、先ほどの
下限額のところについて、改めてまだご発言いただいていない方、ご発言をいた
だければと思いますけれども。私、公開されている他の自治体の審議会に勉強の
ために傍聴に行っていまして、他の自治体では会長や副会長もどんどん意見を出
していらっしゃるので、その立場に拘わらず、と思います。 
先日、びっくりしたのが１０月下旬に中野区の審議会で、事業者の委員の方か

ら「１，３１０円」っていう風にポンと案が出て、それにその社労士の方が「そ
うです」となりまして。労働者側じゃなくて、すごい高い数字の案が出されてい
たこともございますので。今までの議論を踏まえて、皆さんの意見をいただいて
審議を。ぜひご意見をお聞かせいただければと思います。 
（松尾会長）審議の進め方については、それぞれの区はそれぞれの区で、工夫さ
れておられるだろうと思うんです。それで審議の進め方について、資料をいつの
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段階でどのように配布するかということも考えなければいけません。今日、角谷
委員や八木委員から提出いただいた意見書は、今日ここに来た段階で「意見書が
出されています」ということで、そういう前提で、審議会を進めるってことでい
いのかという根本的な議論はあるんでしょうけど、実態はそういうところで審議
をしているということです。今、結論を出さなければいけないか、次回までに皆
さんで今日出た意見を踏まえて、次回に意見をくださいというやり方もあるんだ
ろうと思います。今、私、今日就任したばかりですけれども、今までのその議事
録等を拝見したんですけれども、議論の進め方は委員の方が問題提起されて事務
局が回答していく、それでやりとりで進んでいく、というような形で、事業者側
の方とか、私どもが経過を踏まえていないとすると、その経過の議事録等にかけ
ていって、今までの議論はどうだったのかということで、次回に意見を固めてい
って、その時にどういう形で意見がまとまってくるのか、事務局は検討課題で投
げられたものについて、事務局はどういう回答しているのか、それを踏まえなが
ら委員は最終的にはこういう意見でというような結論を出していくのが私はいい
んだろうと思っています。ただ、中野区のその審議会はこういうやり方で意見が
活発に出ていましたというのは、それはたぶん中野区のほうで、いろんな従来の
経過を踏まえながら、中野区にどういう問題があって、どういうことが課題にな
っているのかということを踏まえて発言されていると思います。ですから、その
今、言われたことにその検討課題になっているという形で、従来から検討になっ
ています、もう少し検討させてくださいっていうように事務局が言えば、それが
俎上に上ってこないとなかなか意見っていうのが出てこないのではないかと私は
思っているんですけれど。ですから、活発にご意見はしていただきたいんですけ
ども、多分４回、実質は議論するのは３回、次が最終的に議論が終わって次はど
うしよう、どうしましょう、こういうことでしょう、という話になって。そうい
う前提を踏まえながら、やはり審議を進めていかざるを得ないので、実質はやは
り事務局のほうで、どういう検討をしました、検討したなかで、検討の課題も踏
まえながら検討した結果こうですと、ただ問題はこういうところにあります、と
いうような進め方をせざるを得ないのかなと、全体を見て、そのように考えたん
ですけれども。 
 ですから、今日、意見書が出ているわけですから、これは持ち帰っていただい
て精査して事務局に対して、この中で質問があるのであれば、ファックスとかメ
ール等でやり取りをして、これはどのように考えられたらいいのかというように
見て、意見を次回までにまとめてきていただければいいのではないかと、私はそ
のような進め方でいいのではないかと思います。 
 いかがでしょうか。まだ残っているのですけど、今どうしようかな、これお聞
きしようかな、審議会の運用でその他についてという項目で、審議会についてこ
のように進めたほうがいいのではないかと要望が出ていますが、この文章の中で
特に角谷委員の方で言いたいところはありますか。これを読んでいただければい
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いですか。 
（角谷委員）はい。 
（松尾会長）「４ 審議会の運用及びその他について」というところです。 
（角谷委員）そこの内容につきましては、労働報酬下限額“等”となっております
ので、そもそも条例の「基本方針」のところにあります下限だけではなく、公契
約そのものを全体を良くしていくという趣旨がございますので、そういったこと
も含めて、この議論する審議会であると説明を受けていますし、理解をしており
ますので、今、落札率を出していただいたところではあるんですが、それ以外の
ところも含めて詳細資料をご提示いただけたらというお願いになります。 
（松尾会長）そうすると事務局はこれも踏まえて、議題等も考えてほしいという
ことですか。 
（角谷委員）そうですね。 
（松尾会長）そのように考えればよろしいですか。 
（角谷委員）はい、（１）のところは。 
（松尾会長）事務局はどうでしょう。 
（契約管財課長）１つ１つお答えしてよろしいでしょうか。審議に必要な資料や
データを早期に、ということですね。ご提示くださいというところには、早期に
という言葉が入ってるんだろうと受け止めております。私どもは、なるべく早く
提示して充実した審議になるように努めてまいりたいと考えておりますので、な
るべく早くというところでございますが、いかんせん特別区の人事委員会の給与
勧告が出ないことには、なかなか数字が提示できないということがございまし
て、今年も１０月１１日に特別区の人事委員会の給与勧告が出まして、それを受
けまして資料を作り込んでまいりましたので、１週間前の送付になってしまいま
したけども、なるべく早く送りたいと考えていることです。今年度の第１回で落
札率のデータを提供させていただきました。これも引き続き、来年度以降もしっ
かり提供させていただきたいと考えているところです。また、労働報酬確認報告
書の各項目の集計結果、具体的な最低賃金額等々も、これにつきましても、どう
いった形で集計できるかどうかというのは、事務局のほうで精査してまいりま
す。できるだけ充実した審議につながるようにデータの提供は努めてまいりたい
と考えております。以上です。 
（松尾会長）「アンケートの実施状況について」ということで、他に何かご意見
はあるでしょうか。はい、どうぞ。 
（西郷委員）先ほどお話もありましたが、アンケートの内容につきましては、公
契約条例の趣旨の周知を行政としては、しっかり進めていくというお話がありま
したが、内容を見ると理解は本当に広がってきていると感じましたので、引き続
き、鋭意取り組んでいただきたいと思っております。それで、来年以降のアンケ
ートについても、事業者側、労働者側、それぞれの実態把握がさらに進むよう
に、内容も含めて進めていただければと思います。以上です。 
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（石川副会長）すみません、追加でいいですか。今年度に関しては郵送でされた
という話でしたが、令和６年度は何かもう別の方法を考えていらっしゃるんです
か。 
（契約管財課長）今のところ、回答方法というのはまだどういった形がいいのか
というところが試行錯誤していまして。今回の角谷委員からもいろんな集計の方
法があるとご提案いただきましたので、そこを比較検討しながら、来年もどうい
った形でなるべく回収率を高くしたいというのは考えておりますので、どれが一
番いいのかというところを事務局として検討させていただきたいと思っておりま
す。 
（石川副会長）郵送ではない可能性が高いということですね。  
（契約管財課長）そこも含めて、郵送も含めてご提案いただいたものを含めて、
検討していきたいと考えております。 
（松尾会長）回収率っていうのは、年々上がってきているのですか。 
（契約管財課長）まだ２回目なんですね。昨年度は１８．６%で、今年度は 
３０%を超えまして、少し高くなりました。ただですね、昨年度は工事が 
５，０００万円以上で、委託が２，０００万円以上という形で対象が違いまし
た。今年度は工事が５，０００万円未満、委託が１，０００万円から 
２，０００万円ということで対象がずれまして、そこの関係で回収率は違ったの
が１つあるというところです。また、昨年度は実は令和３年度に契約した事業者
に対して令和４年度にアンケートしたものですから、前年度でもう終わってると
いうところで回収率が高くなかったのかなと。今年度は昨年度の反省を踏まえま
して、今年度に契約した５，０００万円未満の工事、１，０００万円から 
２，０００万円以下の委託についてやりましたので、今年度の業者ですので回収
率が少し高くなったと考えております。 
（松尾会長）他に何かアンケートのやり方にご意見のある方はいらっしゃいます
か。まだ２回目ですから、やり方についてはいろいろ改善の余地はあるだろうと
思いますので、事務局にもう少し検討いただいて進めていただければと思いま
す。 
（石川副会長）すいません。 
（松尾会長）どうぞ。 
（石川副会長）郵送にした結果、５名。１つの会社から５名の方しか回答が得ら
れなかったというものは、次年度はやはりそれをもっと解消していただきたいと
のは希望ではあります。是非よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）今年度は５人、昨年度も５人だったんですが、事務局手作りの
アンケートだったものですから、職員の負担というところも考えまして、５人と
いう形にさせていただきました。ただ、角谷委員のご意見にもあるように、事業
者による恣意的選択は行われない段取りが必要という、そういう認識が共通でご
ざいますので、それをどういった形でやるのか、５人に限定するのがいいのか、
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本当に幅広くやるのか。幅広くやると、逆に１人の人がいっぱい回答することも
あるんではないのか、いろんな面があると思いますので、そこを比較考慮しなが
ら、どういった形を進めるのか、事務局のほうで案を練らしていただきまして委
員の皆様にご提示させていただきます。 
（石川副会長）是非よろしくお願いいたします。 
（松尾会長）それでは、アンケートはもう少し改善の余地があるということです
から、事務局に検討いただくということで。それを踏まえて、本日の質疑はこの
程度で終わりたいと思います。 
 以上で、本日の審議は終了いたしました。最後に事務局から何かご連絡等あっ
たらお願いいたします。 
（契約管財課長）事務局です。本日は熱心にご審議いただきまして、ありがとう
ございました。心から御礼申し上げます。次回は、本日の諮問に基づきまして、
答申内容を決めていただきたいと考えているところでございます。日時につきま
しては、１２月１２日午後２時から、場所は本日と同じこの部屋を予定しており
ます。開催通知は、また別途送付させていただきますのでよろしくお願い申し上
げます。また、委員の皆様におかれましては、本日のご発言の際、ご意見がある
場合は恐縮でございますが、１１月２８日の火曜日までに事務局宛のメール、ま
たはファックスでお申し出いただきますようにお願いいたします。本日はお忙し
い中、ご出席いただきましてありがとうございました。以上でございます。よろ
しくお願いいたします。 
（松尾会長）それでは以上をもちまして、本日の議事は無事終了いたしました。
これで、審議会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございま
す。ご苦労様でした。 
（各委員）ありがとうございました。 
 

 


